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医療保険制度を取り巻く環境は、高齢化の進展や医療技術の高度化等により、国民医療費は増加し、財政面におい

て厳しい状況が続いております。国民皆保険の中核を担っている健康保険組合の財政も、高齢者医療制度への納付

金等の負担が増加する中で、支え手である現役世代の負担も限界に達しており、厳しい状況におかれています。

当組合の運営についても、保険給付費や高齢者医療制度への納付金等は引続き重い負担となっています。

そのような状況の中、当組合の保険料率は中期的財政見通しを勘案しつつ、

令和７年度は前年度と同様、一般保険料率（調整保険料率を含む）は千分の９４、

          介護保険料率は前年度と同様、千分の１８としました。

なお、この決定につきましては、２月１２日に開催された第２４１回組合会におきまして、議決承認されています。

■保険料月額と負担割合につきましては、こちらをご参照ください。

１. 保険料率について
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https://www.phia.or.jp/bbs/kyotsu/20250221_2.pdf


被保険者の方々の保険料の基礎となる標準報酬月額を決定するために、毎年、７月１日（法令上の提出期間7/1～7/10）より算定

基礎届を提出していただいております。提出方法につきましては、電子申請又は郵送でお願いいたします。

算定基礎届の用紙につきましては、５月頃にご案内している「算定基礎届印字用紙依頼書」のご回答に基づき、被保険者氏名等を

印字した用紙を配付いたします。なお、７年度から業務効率化・経費削減等の観点から下記の運用に変更させていただきますので、

ご理解・ご協力のほどお願いいたします。

【変更点】

 届出用紙から「厚年分」と「基金分」を削除し複写用紙を廃止します。

 厚年分は年金事務所から届く用紙をご利用いただき、直接送付してください。基金加入事業所については、基金から届出用紙

が送付されます。

 「算定基礎届印字用紙依頼書」は印字用紙の要、不要についてのみの回答していただきます。例年、白紙用紙（月変含む）を

希望される場合は送付しておりましたが、当組合ＨＰからの出力（Excel）ができるため、そちらをご活用ください。

 算定の手引きは冊子を廃止し、ＨＰ（事務担当者用ニュース）にＰＤＦデータを貼付させていただきます。

 総括表裏面の「月変予定者欄」を削除します。８月及び９月月変予定者の算定基礎届の報酬月額欄等は空欄にし、備考欄の

「月変予定者」に〇をしてください。なお、当該者が月変に該当しない事が判明した場合は早急に算定基礎届をご提出ください。

 決定通知書については、９月中旬に全事業所宛（電子申請の事業所を除く）に一斉送付します。※６年度からの運用

なお、算定基礎届、月額変更届の作成にあたっては、次の２点をご留意のうえ、届出漏れのないようお願いいたします。

①被保険者の『報酬』は労働の対償として支払われるすべてのものが含まれること。

②基本給や各種手当（役職、通勤、社会保険料補填などの固定的なもの）の変動によって月変に該当する場合があること。

ご不明な点等がございましたら、業務部適用課（03-3292-5005）・大阪支部業務課（06-6944-4300）までお申し出ください。

２. 算定基礎届の提出について
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令和２年１１月より特定法人（資本金１億円以上の事業所等）については、「標準報酬月額算定基礎届」・「標準報酬

月額変更届」・「賞与支払届」３つの届出の電子申請（マイナンバーにおける専用回線を用いたオンライン申請）が法令

上義務化となっております。また、特定法人以外の事業所におかれましても給与システムベンダー等にご確認いただき、

積極的に電子申請での届出を活用していただきますようお願いいたします。

 上記届出のほか、電子申請が可能な届

・「被保険者資格取得届」

・「被保険者資格喪失届」

・「産前産後休業取得者申出書変更（終了）届」

・「産前産後休業終了時報酬月額変更届」

・「育児休業等取得者申出書・終了（変更）届」

・「育児休業等終了時報酬月額変更届」

・「介護保険適用除外該当・非該当届」

・「被扶養者（異動）届」

※ なお、各種届出用紙につきましては、業務の効率化を図るためホームページからダウンロードできるように

する等、変更している場合がありますので、詳しくはホームページでご確認ください。

３. 電子申請について
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（１）資格確認書の一斉交付について

令和６年１１月までに発行された健康保険証は、令和７年１２月１日をもって利用できなくなります。それに伴い出版健

保では、国から提供される情報に基づき、マイナ保険証の利用登録がお済みでない方を対象に、令和７年１１月までにご

本人の申請によらず資格確認書を職権にて一斉交付いたします。

現在、出版健保のマイナ保険証利用登録率は約６０％となっているため、マイナ保険証をお持ちでない方が約５万人とな

り、その方々の資格確認書を事業所宛に送付することとなります。マイナ保険証の利用登録率が増加することで、一斉交

付にかかる発行・送付コスト（約１，５００万円）、事業所における配付コスト、事務負担等の軽減につながります。

マイナンバーカードの取得、マイナ保険証の利用登録の周知につきましてご協力をお願いいたします。

Ｇｇ※マイナンバーカードの取得、マイナ保険証の利用登録は任意です。

（２）マイナ保険証の利用促進にご協力ください

今後も資格確認書の交付に伴い事務コストが発生しますが、マイナ保険証の利用者が増える事で軽減されます。

 【軽減される事務コスト】

①加入者が資格取得した場合に資格確認書を配付するコスト

②加入者が資格喪失・氏名変更・資格確認書をき損した場合に、資格確認書を回収して健保組合へ返却するコスト

 ■マイナンバーに関するよくある質問は、こちらをご参照ください。

４.マイナンバーカードの取得、マイナ保険証の利用登録の周知に関するお願い

4

https://www.phia.or.jp/bbs/kyotsu/20250217_3.pdf


５.マイナンバーの早期ご提出に関するお願い
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（１）マイナンバーの届出について

１．最新の資格情報で医療機関を受診するためには、マイナンバーの登録が必須です。資格取得届等は、事由発生から５日以内にご提出いた

だくとともに、マイナンバー・氏名・生年月日・性別・住民票住所を正確にご記入いただきますようお願いいたします。（健康保険法施

行規則第２４条）

２．上記１．の届出を受領後、当組合がデータ登録をすることでマイナ保険証による受診が可能となります。

（データ登録は概ね届出受領後２～５日を見込んでいます。）

３．上記１．の届出にマイナンバーが正確に記載されていない場合には、以下の点にご留意ください。

・法令上、マイナンバーの記載が求められていることから、別途ご提出をお願いします。

・データ登録完了には相当期間を要する場合があります。

・データ登録完了までの間はマイナ保険証による受診ができません。

（２）データ登録完了の確認方法について

 ・データ登録後に「資格情報のお知らせ」を交付いたしますので、原則、お手元に届いた時点でマイナ保険証による受診が可能です。 

・スマートフォンをお持ちの方は、マイナンバーカード認証を用いてマイナポータルにアクセスすることでご確認いただけます。

資格情報が最新になっていればデータ登録が完了しているため、「資格情報のお知らせ」を待たずにマイナ保険証での受診が可能です。



６.事前提出のお願い
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【新規採用者等にかかる被保険者資格取得届及び被扶養者（異動）届の事前提出について】

内定等により入社が確実に見込まれる場合は、入社前にマイナンバーが記載された「被保険者資格取得届」等を提出し

てください。事前提出をしていただくことで、医療機関や薬局において切れ目なく保険診療を受けることができます。

事前提出は入社日の２週間前から受付いたします。

・入社日からマイナ保険証を利用できます。

・マイナ保険証を保有していない方には入社日に資格確認書を発行できます。

当該届の内容保険証に変更がある場合は、入社日までにご連絡ください。当該連絡がない場合は、入社日に届け出られ

たものとして取り扱いいたします。なお、当該届の提出年月日は、資格取得予定日を記載してください。

■事前提出のお願い（事業主宛文書）につきましては、こちらをご参照ください。

https://www.phia.or.jp/bbs/kyotsu/20250217.pdf


 任意継続被保険者制度とは

健康保険は事業所を単位とした強制加入を原則としていますが、被保険者が事業所を退職して資格を喪失した際に、

一定の要件のもとに被保険者の希望により、被保険者の資格を最長２年間継続することができます。

 加入要件について

任意継続被保険者に加入できる方は次の要件をいずれも満たす場合となります。

①資格喪失日の前日まで継続して２か月以上の被保険者期間がある。

②資格喪失日（退職日の翌日）から２０日以内に任意継続被保険者資格取得申請書と念書を提出する。

 保険料について

任意継続被保険者の標準報酬月額は、前年９月末における全被保険者の平均標準月額（令和７年度は380,000円）と申請

者の退職時の標準報酬月額のいずれか低いほうとなります。

納付方法は、各月払い（毎月１０日まで）と前納払い（半年・１年）とあり「納付書」により納付していただきます。

※自動振替による納付は不可となりますので、ご留意ください。

７. 任意継続被保険者について①
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 資格喪失について

加入期間は最長２年間ですが、任意継続被保険者の資格は次の要件に該当すると喪失します。

①死亡したとき（喪失日：死亡した日の翌日）

②保険料を納付期日までに納付しないとき（喪失日：納付期日の翌日）

③被用者保険（健保組合・協会けんぽ・共済組合・船員保険）の被保険者となったとき（喪失日：被保険者となった日）

④後期高齢者医療制度の被保険者（７５歳以上または６５歳以上７５歳未満で障害該当となった方）となったとき

（喪失日：被保険者となった日）

⑤任意継続被保険者でなくなることを申し出たとき（喪失日：申し出のあった月の翌月の１日）

任意継続被保険者について②
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 特例退職被保険者制度とは

事業所を定年等で退職された場合には、通常、加入していた健保組合で任意継続するか、国民健康保険へ加入する

ことになります。出版健保では下記の要件に該当した場合、後期高齢者医療制度に該当となる７５歳までの期間、在職時と

同様の保険給付・保健事業を受けられる制度を設けています。

 加入要件について

特例退職被保険者に加入できる方は次の要件をいずれも満たす方になります。

①出版健保の被保険者期間が２０年以上または４０歳以降で１０年以上ある方

②老齢厚生年金の年金請求を年金事務所に行い、受給権を有する方

 提出期限と提出書類について

年金証書が到着した日の翌日から起算して３か月以内（年金証書が届いていない方は、年金請求を行った日以降）

ただし、在職老齢年金受給者は、被保険者資格を喪失した日から３か月以内に下記の書類を特例退職被保険者資格取得

申請書に添付のうえご提出ください。

 『国民年金・厚生年金保険 年金証書』の写し

※ 繰り下げ受給等の兼ね合いで年金証書をお持ちでない場合、『年金見込額照会回答票』で受給権の有無を確認します。

 世帯全員の住民票（マイナンバー省略、交付されて３か月以内のもの）

 念 書

８. 特例退職被保険者について①
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 保険料について

令和７年度の特例退職被保険者の標準報酬月額は240,000円です。

納付方法は、指定金融機関預金口座からの自動振替（毎月１０日）か、任意継続同様、納付書によるお支払いとなります。

 資格喪失について

特例退職被保険者の資格は次の要件に該当すると喪失します。

①後期高齢者医療制度の被保険者（７５歳以上または６５歳以上７５歳未満で障害該当となった方）となったとき

（喪失日：被保険者となった日）

②被用者保険（健保組合・協会けんぽ・共済組合・船員保険）の被保険者となったとき（喪失日：被保険者となった日）

③死亡したとき（喪失日：死亡した日の翌日）

④生活保護法による保護を受けたとき（喪失日：該当した日）

⑤海外に居住したとき（喪失日：該当した日）

⑥被用者保険の被扶養者となったとき（喪失日：被扶養者となった日）

⑦保険料を納付期日までに納付しないとき（喪失日：納付期日の翌日）

⑧特例退職被保険者でなくなることを申し出たとき（喪失日：申し出のあった月の翌月の１日）

特例退職被保険者について②
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９． データヘルス計画に基づく「コラボヘルス事業」について

当組合では、加入者の方々の健康保持や疾病予防のため、事業所（事業主）の皆様と当組合
が協力して加入者の健康づくりを行う「コラボヘルス」を推進しています。

「コラボヘルス」とは・・・
当組合と事業所（事業主）が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、
従業員の方々やそのご家族の健康づくり・疾病予防・健康保持増進にかかる事業について、
効果的・効率的に実施していくことです。 11



「コラボヘルス」を推進するため、下記の事業を実施しております。

（１）事業所訪問事業
事業所訪問時の資料の一例（下記グラフ）

事業所訪問事業とは・・・
事業所へ個別にご訪問させていただき、加入者割合（年齢別・男女別）から見る事業所ごとの
特徴や健診結果（問診情報含む）・医療費のデータから見る従業員の方々の健康情報について、
分かりやすくグラフ等でご説明して、そこから見えてくる従業員の方々の健康課題と課題解決
に向けた対策、健康づくりの実践方法についてご提案いたします。従業員の方々の健康状態の
把握、職場における健康づくりの実践や衛生委員会等にてご活用ください。

12

健診データから見る有所見率の比較 問診データから見る比較



「事業所訪問」へのお申し込みについては・・・

当組合ホームページから「事業所訪問申込書」をダウンロードのうえメールにて
お申込みください。  申込先：事業管理部事業推進課 kikaku@phia.or.jp

大阪支部 hokenshi-osaka@phia.or.jp
 13

mailto:kikaku@phia.or.jp


（２）健康経営の支援事業

「健康経営」とは・・・
従業員の健康管理を経営的な視点で考え、従業員の健康管理にかかる支出を将来の収益性向上
など前向きな投資と捉えて、事業所における健康づくりを推進する「健康経営」という経営手
法が注目されています。
現在、国や自治体が主体となり、優良な健康経営を実践している事業所を社会的に評価して、
顕彰する制度が始まっています。「健康経営」への参加を奨励し、取組をサポートします。

「健康企業宣言」

はじめませんか？

「健康企業宣言（健康優良企業認定制度）」

健康企業宣言とは、健康優良企業を目指して、
企業全体で健康づくりに取り組むことを宣言し、
取り組んだ結果、一定の成果を上げた場合に、
「健康優良企業」として認定される制度です。

健康経営に取り組むことで、企業における
様々な効果が期待されています。
右の図は、既に取り組んでいる企業へのアン
ケート結果です。
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「健康経営」の取り組み内容やお申し込みについては・・・

当組合ホームページから「健康企業宣言Ｓｔｅｐ１ 応募用紙」をダウンロードのうえ
メールにてお申込みください。

申込先：事業管理部事業推進課 kikaku@phia.or.jp

15

令和7年4月より申込方法が変わります。
詳細が決まり次第ご案内いたします。

mailto:kikaku@phia.or.jp


１０． データヘルス計画に基づく「加入者への意識づけ事業」について

当組合では、加入者の方々の健康に対する意識の喚起、意識の向上や行動変容を促すため、
「加入者への意識づけ事業」を推進しています。

「マイヘルスウェブ」とは・・・
健康情報や日常生活に役立つ情報が閲覧できるほか、ご自身の健康情報（健診結果、医療費明細、お薬情報等）
を個人が、ＰＣやスマートフォンなどで、いつ、どこでも閲覧できるＷＥＢサイトです。

（１）個人向け健康管理支援サイト「マイヘルスウェブ」の運営

16



（２）「マイヘルスウェブ」の機能について

「マイヘルスウェブ」では、健診結果や医療費明細を閲覧し、ダウンロードもできる機能があ
ります。また、健康情報、ヘルスアップレシピ、エクササイズの動画などを掲載しているほか、
機関誌「すこやか」も個人で閲覧できます。 17
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（３）「マイヘルスウェブ」ＭＹポイントについて

「マイヘルスウェブ」では、健康診断受診、バイタル登録、組合主催の事業への参加など、
ご自身の健康管理のアクションについて、インセンティブポイント（ＭＹポイント）を付与し
ます。所有しているポイントが2,000ポイント以上になると下記賞品が当たる抽選の対象とな
ります。

抽選時期 ：令和７年７月（予定）
抽選対象者：ＭＹポイント2,000ポイント以上の方
抽選方法 ：2,000ポイントを一口として、抽選を行います。

※自動抽選のためエントリーは不要です。
賞 品 ：100名にＱＵＯカードＰａｙ10,000円

または2,000名に図書カードＮＥＸＴ2,000円を進呈いたします。
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（４）「マイヘルスウェブ」を活用したウォーキングイベント「歩Ｆｅｓ（あるふぇす）」について

保健事業の一環として、「マイヘルスウェブ」のウォーキングイベント支援機能を利用した
「歩Ｆｅｓ．スマホウォーキング」を開催します。

ウォーキングには生活習慣病などの予防・改善や、ストレス・運動不足の解消などさまざまな
効果が期待できますので、組合員の方々に多数ご参加いただきますようご周知方よろしくお願い
いたします。

対象者：被保険者および３５歳以上の被扶養者でマイヘルスウェブの登録をされている方。
※マイヘルスウェブとiosヘルスケアまたはGoogle Fitアプリとの連携が必要となります。
実施時期：令和７年５月・１１月（予定） 年２回開催します。
参加賞：ＭＹポイント50ポイント
達成賞：1日あたりの平均歩数が9,000歩を達成された中から抽選で1,000名に

「QUOカードPay2,000円分」を進呈いたします。



（５）「マイヘルスウェブ」の利用方法など

「マイヘルスウェブ」のご利用方法については、ホームページをご覧下さい。

20



（１）組合機関誌「すこやか」の発行

機関誌「すこやか」は組合の情報誌として、組合

事業、医療保険、健康情報等を掲載し、被保険者の

方々へ月１回発行します。発行にあたっては、加入

者に対し、組合事業への参加奨励や健康意識の向上

に役立つ記事を掲載し、分かりやすい誌面づくりに

努めます。また、生活習慣病の予防、社会保障関係

の動き、健康に特化したコラム、お便りの紹介やク

イズも引き続き掲載します。

また、機関誌「すこやか」は事業所に限りデータ

配信をしています。毎月1日に当組合から事業所担

当者宛へ「メール」でデータを提供しています。な

お、従来どおり冊子をご希望の場合は引き続きお送

りします。部数を指定していただくことも出来ます。

（データ配信をご希望の場合はホームページの

「出版健保メール受付」から登録してください。）

21

１１. 保健指導宣伝事業について



「組合の事業案内」

出版健保の各種事業「健康保険業務、健康診断、診

療所、保健施設（保養施設・運動施設）、体育奨励

他」の案内をしています。

「生活習慣の見直しをテーマに記事を掲載しています」

「主菜も副菜も簡単調理できるレシピを紹介しています」

※事業計画（予算）、事業報告（決算）は組合会後

に掲載し、公告はその都度掲載します。

22



（２）２０２５年度版「健保ガイド」の作成

例年どおり、令和７年度の事業計画及び健康保険業務の手引き等を掲載した「健保ガイド」を、事業所の事務担

当者の方に配布しますので、健保事務にご活用ください。ホームページにも掲載しています。

23

イメージは2024年度版です



（３）「出版健保のご案内」の作成

出版健保の概要と諸手続き、健康管理、健康・体力づくり、保養施設・スポーツ施設、健康管理センター等の事業案内を掲載します。

今年度から、各事業所に１部配布させていただきます。また「出版健保のご案内」は「ホームページ」に掲載していますので、加入者の皆様

にご周知のほど宜しくお願いします。

各事業所、特例退職被保険者の方々には令和７年３月に在籍している方を対象に４月号の機関誌「すこやか」と併せて配布します。

24

イメージは2024年度版です



（４）「リーフレット」等の作成

出版健保会館での健診案内、直営保養施設のリーフレットを作成します。直営保養施設等のリーフレットにつきま

してはホームページに掲載しています。印刷することもできますので、ニーズに合わせてご利用ください。

25

健診のご案内
（健保会館用）

直営保養施設用リーフレット
（画像は伊東「栗穂」）



（５）ホームページの運営

「ホームページ」は出版健保の事業にかかるタイム

リーな情報をご案内しております。トップページには

新着ニュースをはじめ「適用・給付」「健康管理事

業」「イベント・保養施設」等、各分野別に表示し、

アクセスしやすい仕様としております。

特にホームページ右側に組合からの案内を事業ごと

にアクセスできる項目（「事務担当者用ニュース」

「発送文書一覧」「広報物一覧」など）を設けており

ます。大会の開催状況は「イベント開催状況」からお

知らせして参ります。

その他、従来どおり健康保険の仕組みや各種手続き

（適用・給付）、保健事業（健康診断・体育奨励事

業・保健施設事業）、診療所運営、健康企業宣言（健

康優良企業認定制度）について、機関誌「すこやか」

のバックナンバー等を掲載しています。なお、令和６

年度のアクセス数は約４５万件（２月末）となってい

ます。

26



各種スポーツ大会及びファミリースポーツ大会等は、体育奨励委員・体育実行委員のご協力により、多くの参加者

を得るための企画を検討し実施いたします。

令和７年度の体育行事につきましては、「令和７年度体育行事等実施予定一覧表」のとおり開催を予定しておりま

す。各大会の案内につきましては、後日改めて事業所宛にメール等でお知らせいたします。また、機関誌「すこや

か」やホームページ、マイヘルスウェブ等でも随時お知らせしていますので、ご覧ください。

各種スポーツ大会については事業所で単独チームが編成できない場合、連合チームによる参加も可能ですので、保

健施設事業課までご相談ください。また、扶養認定されている配偶者についても昨年同様、参加可能としております。

卓球・バレーボール・バスケットボールは大会前にまた、テニスについては大会期間中に練習会を開催しますので

奮ってご参加ください。

組合が開催する体育行事に参加できない地域に勤務している被保険者には「体育行事参加補助金」として、年間１

人あたり３,０００円を限度とし交付しておりますので、ご活用ください。

■「令和７年度 体育行事等実施予定一覧表」につきましては、こちらをご参照ください。

■「令和７年度 大阪支部体育行事等実施予定一覧表」につきましては、こちらをご参照ください。

１２． 体育奨励事業について
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https://www.phia.or.jp/bbs/hoken/20250205_2.pdf
https://www.phia.or.jp/bbs/hoken/20250205_2.pdf
https://www.phia.or.jp/bbs/shibu/20250210_2.pdf


１３．保養施設について

28

令和７年度の保養施設は、次のとおり開設します。

施 設 名 住 所 室 数 定 員

直 

営 

保 

養 

施 

設

京 都 すみのくら 京都市右京区嵯峨天竜寺造路町３０－１１ １２ ５８

日 光 つがのき 日光市萩垣面２４２７－１ １５ ７１

箱 根 おおたいら 足柄下郡箱根町仙石原１２９３ １７ ７８

軽井沢 すずかり 北佐久郡軽井沢町大字発地１３９８－４７ １２ ５２

伊 東 栗 穂 伊東市松原６３９－４２ １１ ４８

ハワイ フォー・パドル ホノルル市ワイキキクヒオ通り２１４０ １０ ４０

施 設 名 住 所 室 数 定 員

年
間

契
約志 摩 ＨＯＴＥＬ ＮＥＭＵ 志摩市浜島町迫子２６９２－３ １～２ ５～１０

施 設 名 住 所 室 数 定 員

夏
季
契
約

保
養
施
設

三浦海岸 マホロバ・マインズ三浦 三浦市南下浦町上宮田３２３１ ２～１０ １４～７０

伊豆下田 下田ビューホテル 下田市柿崎６３３ ２～８ １０～４０

室 名

※契約保養施設の室数と定員は時期や曜日により変動します。

■直営・契約保養施設の詳細、申込方法、利用料、注意事項等につきましては、こちらをご参照ください。

https://www.phia.or.jp/resort/suminokura/
https://www.phia.or.jp/resort/tsuganoki/
https://www.phia.or.jp/resort/ohtaira/
https://www.phia.or.jp/resort/suzukari/
https://www.phia.or.jp/resort/kuriho/
https://www.phia.or.jp/resort/hawaii/
https://www.phia.or.jp/resort/nemu/
https://www.phia.or.jp/resort/season/
https://www.phia.or.jp/resort/season/
https://www.phia.or.jp/resort/guide/
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１４．宿泊費用補助金制度について

令和７年度より（開始時期は未定）リソルライフサポート㈱が運営する宿泊サイト「メンバーズナビ」を利用して

「宿泊費用補助金制度」の運用を開始いたします。

メンバーズナビは、全国各地約17,000件の宿泊施設を対象に出版健康保険組合の補助金を利用し、宿泊予約から支払

いまで、インターネットにてご自身で完結できるシステムです。

※当該補助金制度については、各種準備が整い次第、速やかに事業を再開いたします。また、再開時期が決ま

りましたら機関誌「すこやか」やホームページ、マイヘルスウェブ等でお知らせいたします。

対 象 者 被保険者及び被扶養者

補助金額
6,000円
利用料が上記の補助金に満たないときは、その利用料の額を補助金の額とします。
また、予約取消等にて発生する手数料等に関しては、当該利用補助の対象外とします。

利用回数 年度内（当年４/１～翌年３/３１）１回まで



健康・体力づくりの施設として運動施設を開設します。

更衣室等利用の場合は「東京健保組合大宮けんぽグラウンド」のクラブハウスをご利用ください。

〒３３１－００６５

埼玉県さいたま市西区二ツ宮１１３－１

０４８（６２３）２１８６

■運動施設の申込方法、利用料、注意事項等につきましては、こちらをご参照ください。

１５． 大宮けんぽグラウンドについて
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面 数 利 用 期 間 定休日 他

野 球 場 ６面 令和７年３月１５日～１１月３０日 火曜日

サッカー場 １面（野球場を２面使用） 〃 〃

テニスコート １２面 通 年 火曜日・年末年始

https://www.phia.or.jp/sports/guide/


健康の保持、増進を目的として運動施設を開設します。

１６． 摂津運動場について
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施設名 面数 利用期間 定休日 他
テニスコート ４面 通年 火曜日・年末年始

フットサルコート １面 〃 〃

クラブハウス内設備

ロビー、ロッカールーム、シャワールーム、トイレ

    〒５６６－００３５

大阪府摂津市鶴野２－４

０７２－６３７－０６２３

■運動施設の詳細、申込方法、利用料、注意事項等につきましては、こちらをご参照ください。

https://www.phia.or.jp/sports/guide/


１７． 健康増進センター「すこやかプラザ」について

1.施設

（1）運動施設

「すこやかプラザ」は、被保険者並びに被扶養者のみなさまの健康づくり、体力づくりの場としてご利用いただいている施設です。

施設名 内 容

トレーニング室
ランニングマシン、バイクマシンなど多くのマシンを揃えていますので、一人ひとりの目的に合った運動ができます。
また、専門スタッフがマシンの使い方や運動効果を丁寧に説明いたします。

小体育室 卓球、ダンスなど少人数のサークル活動、スタジオ健康教室（会員制）にご利用いただいています。

アスレチックロビー 卓球台を２台常設しており、いつでもご利用いただけます。またどなたでも自由にご利用頂けるスペースです。

大体育室

バスケットボール・・・２面
バレーボール（６人制）・・・３面
バレーボール（９人制）・・・２面
卓球・・・２１台 バドミントン・・・３面
フットサル・・・２面
職場のチームやクラブチームの活動場所にご利用いただいています。

体力測定室

・体力測定
上体起こし、垂直跳び、握力、閉眼片足立ち、全身反応時間、長座体前屈、空気椅子、落下棒反応、バイクテストの９種目を

測定。
・体組成測定

体脂肪（全身・各部分）、脂肪量、内臓脂肪レベル、ＢＭＩ、筋肉量、体内水分量、推定骨量、基礎代謝量など13項目を測定。

※測定結果に基づいて、専門スタッフが効果的なトレーニング方法を丁寧に説明いたします。毎年の健康診断と併せ、社員の健康
管理にご活用いただき、生活習慣病の改善、健康、体力づくりにお役立てください。測定料は無料です。 32



（2）その他の施設

施設名 内 容

会議室
（３階）

洋室（３室（１室約１８畳））２室または３室つなげて利用可能です。
和室（２室、１０畳・１２畳）
研修会や打合せ、会議やサークル活動などにご利用いただいています。

※洋室・和室とも１室単位でご利用できます。

更衣室 ロッカー３３５台設置

浴 室 温水浴槽・シャワールーム（浴室のみのご利用はできません）

その他
（４階）

プールギャラリー

駐車場

駐輪場

駐車場、駐輪場のご利用は無料です。

※台数に限りが有りますので、お越しの際は、公共交通機関をご利用ください。

■利用時間、利用料金等につきましては、こちらをご参照ください。

ビリヤード室
ビリヤード台・・・１台（ポケット）
※ボール、キュー、チョークの貸し出しは無料です。

温水プール
２５ｍ×５コース（水深１ｍ～１．２ｍ）、幼児用プール（水深５０㎝）、ジャクジー。
一年中泳げる室内温水プールです。水の中での運動は腰や膝に負担をかけない運動として、幅広い年齢の方にご利用いただいています。

33

https://www.phia.or.jp/sports/plaza/


２.スポーツ教室（会員制）
運動を始める、運動習慣を身につけるきっかけにお役立ていただくため、スポーツ健康教室を開講しています。
スイミング・スタジオともに人気のプログラムを取り入れた内容となっていますのでご利用ください。

(1)スイミング教室

◯成人向け教室

・泳法別、泳力別に１５種類のプログラムを開講しています。

・１プログラムの時間は４５分で、希望する曜日が選べます。

・どなたでも自由に参加できる３０分のプログラムもあります。

◯子ども向け教室

・お子さまの健康・体力づくりに、７種類のプログラムを泳力別に開講しています。

・1プログラムの時間は６０分で、ご都合のよい曜日が選べます。

(2)スタジオ教室

○成人向け教室

・２３種類のプログラムを開講しています

・１プログラムの時間は４５分または６０分です。

・会員の方は、お好きなプログラムに何時でも、何回でも参加できます。

・どなたでも自由に参加できる２０分～３０分のプログラムもあります。

34



○子ども向け教室

・1プログラムの時間は６０分です。

跳び箱・縄跳び・ボールゲームなどを通して運動の楽しさを知ることができ、子どもの「できた」を増やします。

  

※スイミング、スタジオいずれのプログラムも、入会前の無料体験ができますので、ぜひご体験ください。

３. 開設期間

通年（休館日は除く）

 ４. 休館日

毎週火曜日（火曜日が祝日・振替休日のときは翌平日）、年末年始、その他、出版健保が定めた日

 ５. 申し込み方法

（１）大体育室・会議室

◯出版健保ホームページから利用月の２ヵ月前の２０日までに保健施設事業課にお申し込みください。

申し込み多数の場合は抽選により利用者を決定します。当選された方には月末までに「利用予約決定通知書」を送付します。

抽選後の空面申し込みは、利用月の前月1日から出版健保ホームページ等で受け付けます。

◯利用料は、利用日の１０日前（銀行振込の場合は１５日前）までに保健施設事業課にお支払いください。

（２）プール、トレーニング室、小体育室（卓球等）、ビリヤード

◯利用の当日「すこやかプラザ」フロントにお申し込みください。

◯利用料は、利用日の当日に「すこやかプラザ」フロントでお支払いください。

■利用時間、利用料金等につきましてはこちらをご参照ください。
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（３）スポーツ教室

○入会時に必要なもの

入会金、年会費、月会費（２ヵ月分）、金融口座届出印、口座番号（銀行・郵便局）、健康保険証

※組合員、被扶養者の方は、入会金・年会費は無料です。月会費のみご負担ください。

組合員、被扶養者の方は健康保険証等記号・番号の分かる証をご提示ください。

※スイミング教室（幼児～学童）会員は、スクール指定用品（すいすいステップノート・帽子・連絡袋）をご購入ください。

水着の指定はございませんので、お手持ちのものをご使用ください。

■利用時間、利用料金等につきましては、こちらをご参照ください。

お問い合わせは

出版健康保険組合 健康増進センター「すこやかプラザ」

管理課 ＴＥＬ ０３ － ３５５９ － ５１８１

■「すこやかプラザ」案内図につきましては、こちらをご参照ください。
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診療科目 内 科（診 療 分 野）
専門外来 眼科

耳鼻
咽喉科

皮膚科 歯科

曜日 一 般 消化器 呼吸器 糖尿病 循環器 リウマチ 腎臓 血液 泌尿器

月

午前

◎

〇 〇 〇 整 形 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇

火

午前

◎

〇 〇 〇 漢 方 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇 〇 〇

水

午前

◎

〇 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇

木

午前

◎

〇 〇 〇 アレルギー 〇 〇 〇

午後 〇 〇 整 形 〇 〇 〇 〇

金

午前

◎

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

午後 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１８. 健康管理センターについて
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１．診療部（診療所）

（１）診療科目及び受付時間（土曜日・日曜日・祝日は休診日です） ※令和7年3月現在



【注意事項】            
          

 ・直近で休診となる場合もありますので、出版健保ホームページの健康管理センター診療所「休診・代診のお知らせ」で
 ご確認ください。 

    
 ・歯科診療は電話による予約制となります。

 予約受付 ： 03–6745-0292 （歯科）

 ※ 対象は出版健保の被保険者及び被扶養者のみです。
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午前９時１５分 ～ 午後０時１５分・午後１時１５分 ～ 午後４時１５分 （内科一般は水曜日のみ午後５時３０分まで受付）

＊被扶養者は他医療機関、調剤薬局と同様の負担です。

＊受診の際の被保険者一部負担金（診療費）及び院内処方は、他医療機関の半額です。

【受付時間】

https://www.phia.or.jp/closure/


（２）専門ドック オプションにて下記の検査を有料で行うことができます。
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専門ドック名 内 容 費 用(税込)

1. 胸部ＣＴ検査
肺がんの早期発見に有用な検査です。喫煙習慣のある方、家族歴
のある方には特にお勧めです。 5,300円

2. 喀痰細胞診検査
自宅で痰を３日間採取し、その中にがん細胞が含まれていないか
を調べる検査です。喫煙習慣のある方にお勧めです。 1,400円

3. 胃がんリスク検査

血液検査でヘリコバクター・ピロリ抗体価とペプシノゲン検査を
行い、胃がんになりやすい体質かどうかを調べます。すでにピロ
リ菌を除菌済みの方は検査できません。

2,400円

4. 前立腺検査
前立腺肥大に関する問診と、血液検査で前立腺マーカー（PSA)を
調べます。一般に50歳以上の男性が対象となります。 1,500円

5. 肝炎ウイルス検査

血液検査でB型肝炎ウイルス（HBs抗原）とＣ型肝炎ウイルス（HCV
抗体）を調べます。ウイルス肝炎は重症化することがあるため、
症状のない方でも一度は検査を受けることをお勧めします。

1,000円

・対 象 者 ： 被保険者及び被扶養者
・実施日時 ： 月曜日～金曜日 午前１０時～午前１１時３０分、午後１時３０分 ～午後３時３０分
・受 付 ： 健康管理センター医事課（３Ｆ）予約不要

※健康管理センターでの健診の際にご希望の場合は、当日受付時にお申し出ください。



40

専門ドック名 内 容 費 用(税込)

6. 甲状腺ホルモン検査
全身の代謝機能を調節する甲状腺ホルモンの状態を調べる検査です。
（ＦＴ３・ＦＴ４・ＴＳＨ） 3,500円

7. 腫瘍マーカー３種
各種消化器がん・肺がん等の診断に使用される腫瘍マーカー検査です。
（ＣＥＡ・ＣＡ19－９・ＡＦＰ） 3,000円



（３）ワクチン外来 ワクチンを接種すると病原体に対する免疫ができ、病気の発症を予防したり重症化を抑えたりすること
ができます。当診療所では、下記ワクチン接種を予約制で行っています。ご相談も受け付けております
ので、お気軽にお問い合わせください。

41

・対 象 者 ： 被保険者及び被扶養者、その他の方
 ・実   施 日  ： 月曜日～水曜日

   ・お問い合わせ ：  健康管理センター医事課（3階） 03-3292-5092

ワクチン
種類

ワクチン名 種類
接種
回数

対象者 内 容
費用（税込）

被保険者・被扶養者 その他

1. 帯状疱疹

シングリックス 不活化 ２回
５０歳
以上

強い痛みを伴う発疹が出る病気です。
50～80歳までに約3人に1人が発症す
るといわれています。

１回 18,200円 １回 21,200円

水痘生ワクチン 生 １回 5,000円 8,000円

2. 肺炎球菌

ニューモバックス 不活化 １回
６５歳
以上 加齢とともに肺炎による死亡率が増

加します。高齢者の肺炎では、肺炎
球菌が最も多い原因菌です。

5,000円 8,000円

プレベナー 不活化 １回 高齢者 8,000円 11,000円



（４）男性型脱毛外来 ※自費診療となります。

男性型脱毛症(AGA)では男性ホルモンの影響で薄毛、抜け毛が出現します。当診療所皮膚科では
内服薬でAGA治療を行っています。

・対 象 者 ： 被保険者及び被扶養者、その他の方（男性のみ）
・実 施 日  ： 月曜日～金曜日（皮膚科外来診療日）予約不要    
・費 用 ： 診療費と薬剤費（1カ月 10,000円～12,000円）

（５）骨粗しょう症検査
骨粗しょう症は骨の量が減少して骨折しやすくなる病気で、閉経後の女性に多く発症します。
早期に発見して治療することで、将来的に介護や寝たきり生活になることを予防することが
できます。※事前にご予約ください

・対 象 者 ： 被保険者及び被扶養者（骨粗しょう症で治療中の方は対象外）
・検査内容 ： 問診、腰椎Ⅹ線撮影、超音波骨密度測定
・費 用 ： ５０歳以上の女性は無料、それ以外の希望者は２００円
・実施日時  ： 月曜日～水曜日 午後２時３０分 ～ 午後３時３０分
・予約受付 ： 健康管理センター医事課（3階） 03-3292-5092
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（６）禁煙外来・オンライン禁煙サポートプログラム

喫煙は心臓病、肺疾患、動脈硬化などの「生活習慣病」や「がん」の大きな原因であり、これらの
疾患を予防するために禁煙は大変有効です。現在、禁煙補助薬チャンピックスが世界的に供給停止
となっている影響で、当診療所の禁煙外来は一時的に休止しています。その代替策として、Webを
利用した禁煙サポートプログラムを導入しました。禁煙補助薬ニコチネルを使用し、オンライン診
療とチャットなどで卒煙に導きます。禁煙に興味のある方はぜひご利用ください。

・対 象 者 ： 被保険者及び被扶養者 （先着10名） ※ご利用は1人様1度限りです。
・費 用 ： 自己負担額  9,080円（税込）
・受 付 ： 保健指導科  03-6745-0296 (午後1:30～午後4:00）

（７）栄養指導（食事相談）    

健康維持を目標に、対象者のライフステージにあった食事の仕方、エネルギー量、栄養バランス
を考慮した食事を管理栄養士が提案をします。また、糖尿病、脂質異常症、高血圧症、肥満症等

  に関する疾病予防・改善のための栄養指導を実施しています。
  医師の依頼がある場合は、医師の指示内容に沿って実施します。

   
・対 象 者 ： 被保険者及び被扶養者

  ・実施日時 ： 月曜日～金曜日
  午前９時３０分～午後０時００分、午後１時３０分～午後４時３０分

          初回面接３０分～、２回目以降２０分～（時間応相談可）
    ・受  付  ： 栄養指導科・内科外来・健診科
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（８) 各種健康相談のご案内   

  ○保健相談指導  保健師が健診結果や健康全般について、面談と電話での相談や指導を行っています。
また、健康づくりを目的に禁煙サポートを実施します。

・お問い合わせ ： 保健指導科  03-6745-0296 (午後1:30～午後4:00）

○栄養相談指導  管理栄養士が面談と電話で食生活の相談や指導を行っています。

・お問い合わせ ： 栄養指導科  03-6745-0297
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２．健康管理部

(１)疾病予防事業全般について     

診療部と連携し健康診査、保健指導、栄養指導、歯科健診等下記事業の実施を通して第３期データヘルス
計画に基づく生活習慣病予防対策を積極的に行い、事業主との協力体制の強化を図り、加入者の健康保持
増進に努めてまいります。

  加入者への健診受診促進をお願いするとともに、従業員のみなさまの健康管理にお役立てください。

特定健康
診査事業

（特定健診）
特定保健指導事業各種健診事業 保健指導事業

健康セミナー栄養指導事業
社員採用時
健康診断

インフルエンザ
予防接種
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（２）特定健康診査事業

「高齢者の医療の確保に関する法律」及び第4期特定健康診査等実施計画に基づき、メタボリックシ

      ンドロームに注目した生活習慣病予防対策として特定健康診査を積極的に実施します。

（３）特定保健指導事業

 特定健康診査の結果に基づき、メタボリックシンドロームの該当者の中から、当健保組合でリスクに

  応じて選定した方及び希望者を優先にIＣＴを活用した遠隔面接も含め実施します。

  なお、健康管理センターでは、特定保健指導の対象となった方に、健診当日、医師の診察後に保健師  

  による初回面接を行いますので必ず受けていただくようお願いします。

    ※「特定健診・特定保健指導」は、その実施が健保組合に義務化されており、その取り組み状況に

        より、国に納める納付金（後期高齢者支援金）の額が増減され、健保組合の財政にも影響を与え

        ますので受診にご協力ください。

（４）各種健診事業

加入者の健康状態の確認、疾病の早期発見、治療のため、以下の健診を実施し、受診率の向上を図る。

     （ｱ）一般健診（３９歳以下）

     （ｲ）成人病健診（４０歳以上、特定健診を含む）

     （ｳ）家族健診（３５歳以上が対象、４０歳以上は特定健診を含む）

     （ｴ）婦人科検診 （ｵ）歯科健診 （ｶ）脳検査（55歳以上）
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（５）保健指導事業

   健康診査の結果に基づき、特定健康診査対象年齢前の若年層生活習慣病予防及び重症化予防対策と

    して、保健師により以下の指導を実施し、特定保健指導該当率の減少を図る。

   （ｱ）35歳保健指導  当年度35歳健診受診者への面接及び文書指導

 （ｲ）37歳保健指導  当年度37歳健診受診者への文書指導

 （ｳ）39歳保健指導 当年度39歳健診受診者でＢＭＩ25以上又は腹囲基準以上（男性85cm、女性90cm

以上）の対象者への面接及び文書指導

 （ｴ）重症化予防指導 高血圧、糖尿病、脂質異常症の未治療者への文書及び電話による医療機関への

 受診勧奨

(６) 栄養指導事業

 健康診査の結果に基づき、生活習慣病重症化予防対策として、管理栄養士による以下の指導を実施

する。

   （ｱ）糖尿病等で健康管理センターを受診した患者で医師が栄養指導の必要性を認めた方への指導

（ｲ）健診受診者および特定保健指導を受けている方で栄養指導が必要な方への指導

(７) 健康相談

    メンタルヘルスカウンセリングに加え、身体の不調や医療・介護・育児に関することなど幅広い内容

 をご相談いただける総合的な健康相談窓口として「出版健保健康相談サービス」を実施しております。
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（８）健康セミナー

  健康教育・疾病予防・健康増進を目的として、事業主や事務担当者、健康管理責任者等を対象に職場

  における健康課題や加入者を対象に生活習慣予防や食生活の改善等をテーマにセミナーを開催し、加

入者の健康意識の向上を図る。

（９）感染症予防事業

  インフルエンザ予防接種

  加入者に対し、合同接種、補助金交付等にて予防接種を実施する。

（１０）社員採用時健康診断

    事業所の新規採用予定者を対象に実施する。

（１１）禁煙推進事業（禁煙対策事業）

加入者の健康増進および中長期的な医療費の抑制を目的として、喫煙者に対しリーフレットの配布等

     による啓発活動やセミナーを開催し、喫煙者の減少を図る。また、健康管理センターにおいては、禁

     煙外来に替わるサポートとして、アプリによる「禁煙サポートプログラム」を導入し、禁煙成功率の

     向上を図る。
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（１２) 事業主健診費用の取り扱いについて

     被保険者を対象とした「一般健診・成人病健診」は、労働安全衛生法に基づく事業主健診を事業主と

 の共同事業として実施しています。令和７年度の法定健診受託料は、1人当たり６，２００円（前年度

 同様）を事業主健診費用相当額として事業主の方にご負担いただきます。

（１３）委託機関および補助金申請にかかる二次検査について

     一般健診・成人病健診・家族健診の結果、二次検査の対象となった方に対する二次検査費用は、保険

診療扱いとなりますので、受診の際は窓口で一部負担金をお支払いください。なお、一次健診と二次

検査の両方を健康管理センターで受診する場合は、一部の検査は無料です。二次検査の対象となった

方は、疾病の早期発見・早期治療のためにも、必ず受診するようにお願いします。

疾病予防事業全般につきましては、「令和７年度 健診実施要項」をホームページ（トップページ →

広報物一覧）に掲載いたしました。

■詳細はこちらをご参照ください。
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１９． メールアドレスの登録について

当組合では、事業所宛の各種ご案内をホームページ上に掲載し、その情報をＥメール配信により
お知らせしております。ぜひ、Ｅメールアドレスをご登録いただき、当組合の情報の有効活用にお
役立てください。

「メールアドレスの登録・変更方法」

50

当組合ホームページの

「出版健保メール受付」

を選択してください。
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貴事業所のＩＤ、
パスワードを入力
してください。

ＩＤ、パスワードが
わからない場合は、
再発行依頼書を総務部宛に
ご提出（郵送ｏｒＦＡＸ）
ください。

住 所 〒101-8304
千代田区神田駿河台1-7

ＦＡＸ 03-3292-3186
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ご希望のメールアドレス
を入力してください。

・メールアドレスの登録は１社につき、
１アドレスのみ登録が可能です。

・メールアドレスの登録を行い、
ＦＡＸによるご案内が不要となった
場合は総務部（03-3292-5002）まで
ご連絡をお願いします。
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